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 葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和７年３月27日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第35号 

 

 

   葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 葛飾区国民健康保険条例（昭和34年葛飾区条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「第36条第１項」の次に「及び第54条の３第４項」を加える。 

 第15条の４第１号中「100分の8.69」を「100分の7.71」に、「100分の53」を「100分の

52」に改め、同条第２号中「４万9,100円」を「４万7,300円」に、「100分の47」を「100

分の48」に改める。 

 第15条の８中「65万円」を「66万円」に改める。 

 第15条の12第１号中「100分の2.80」を「100分の2.69」に改め、同条第２号中「１万

6,500円」を「１万6,800円」に改める。 

 第15条の16中「24万円」を「26万円」に改める。 

 第16条の４第１号中「100分の2.36」を「100分の2.25」に改め、同条第２号中「１万

6,500円」を「１万6,600円」に改める。 

 第19条の２中「65万円」を「66万円」に、「24万円」を「26万円」に改め、同条第１号

ア中「３万4,370円」を「３万3,110円」に改め、同号イ中「１万1,550円」を「１万1,760

円」に改め、同号ウ中「１万1,550円」を「１万1,620円」に改め、同条第２号中「29万

5,000円」を「30万5,000円」に改め、同号ア中「２万4,550円」を「２万3,650円」に改め、

同号イ中「8,250円」を「8,400円」に改め、同号ウ中「8,250円」を「8,300円」に改め、

同条第３号中「54万5,000円」を「56万円」に改め、同号ア中「9,820円」を「9,460円」

に改め、同号イ中「3,300円」を「3,360円」に改め、同号ウ中「3,300円」を「3,320円」

に改める。 
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第19条の４第１号ア中「7,365円」を「7,095円」に改め、同号イ中「１万2,275円」を

「１万1,825円」に改め、同号ウ中「１万9,640円」を「１万8,920円」に改め、同号エ中

「２万4,550円」を「２万3,650円」に改め、同条第２号ア中「2,475円」を「2,520円」に

改め、同号イ中「4,125円」を「4,200円」に改め、同号ウ中「6,600円」を「6,720円」に

改め、同号エ中「8,250円」を「8,400円」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第15条の４、第15条の８、第15条の12、第15条の16、第16条の４、第19条の

２及び第19条の４の規定は、令和７年度以後の年度分の保険料について適用し、令和６

年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 


